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福島第一原子力発電所 計量管理規定 変更比較表 

下線：変更箇所 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

    

昭和５２年１２月２７日     （認可番号５２安（保障）第２０３０号） 

   昭和５３年 ５月２９日 １次改正（認可番号５３安（保障）第１１７７号） 

   昭和５４年 １月１５日 ２次改正（認可番号５３安（保障）第３１５９号） 

   昭和５４年 ５月３１日 ３次改正（認可番号５４安（保障）第１３６８号） 

   昭和５４年 ８月 ６日 ４次改正（認可番号５４安（保障）第１６７９号） 

   昭和５６年 ６月１６日 ５次改正（認可番号５６安（保障）第２０００号） 

   昭和５９年 ９月１３日 ６次改正（認可番号５９安（保障）第３３３９号） 

   昭和６１年 ４月１１日 ７次改正（認可番号６１安（保障）第２０６１号） 

   昭和６３年１０月 １日 ８次改正（認可番号６３安（保障）第５４２０号） 

   平成 ７年 ３月 １日 ９次改正（認可番号 ７安（保障）第１５９０号） 

   平成 ７年 ９月１１日１０次改正（認可番号 ７安（保障）第３３８３号） 

   平成 ８年 ２月２７日１１次改正（認可番号 ８安（保障）第 ２８１号） 

   平成 ８年 ６月２７日１２次改正（認可番号 ８安（保障）第３４３０号） 

   平成 ９年１０月 １日１３次改正（認可番号 ９原（保障）第２５５１号） 

   平成１１年 ９月１４日１４次改正（認可番号１１原（保障）第４１３０号） 

   平成１４年１２月２０日１５次改正（認可番号１４ 諸文科科 第３９４６号） 

    平成１６年 １月１４日１６次改正（認可番号１５ 諸文科科 第４７０４号） 

    平成１６年 ６月１８日１７次改正（認可番号１６ 諸文科科 第１２３７号） 

    平成１８年１２月２５日１８次改正（認可番号１８ 諸文科科 第３４７３号） 

    平成２０年１０月 ９日１９次改正（認可番号２０ 諸文科科 第３０２３号） 

平成２４年 ７月１０日２０次改正（認可番号２４ 受文科開 第１１３８号） 

平成２５年 ２月２８日２１次改正（認可番号２４ 受文科開 第２９７８号） 

平成２６年 ４月 １日２２次改正（認可番号 原規放発第１４０３２５７号） 

平成２６年１０月１８日２３次改正（認可番号 原規放発第１４１０１５９号） 

平成２８年 ３月２８日２４次改正（認可番号 原規放発第１６０３２８１号） 

平成２９年１０月 ３日２５次改正（認可番号 原規放発第１７１００３１号） 

 

 

    

昭和５２年１２月２７日     （認可番号５２安（保障）第２０３０号） 

   昭和５３年 ５月２９日 １次改正（認可番号５３安（保障）第１１７７号） 

   昭和５４年 １月１５日 ２次改正（認可番号５３安（保障）第３１５９号） 

   昭和５４年 ５月３１日 ３次改正（認可番号５４安（保障）第１３６８号） 

   昭和５４年 ８月 ６日 ４次改正（認可番号５４安（保障）第１６７９号） 

   昭和５６年 ６月１６日 ５次改正（認可番号５６安（保障）第２０００号） 

   昭和５９年 ９月１３日 ６次改正（認可番号５９安（保障）第３３３９号） 

   昭和６１年 ４月１１日 ７次改正（認可番号６１安（保障）第２０６１号） 

   昭和６３年１０月 １日 ８次改正（認可番号６３安（保障）第５４２０号） 

   平成 ７年 ３月 １日 ９次改正（認可番号 ７安（保障）第１５９０号） 

   平成 ７年 ９月１１日１０次改正（認可番号 ７安（保障）第３３８３号） 

   平成 ８年 ２月２７日１１次改正（認可番号 ８安（保障）第 ２８１号） 

   平成 ８年 ６月２７日１２次改正（認可番号 ８安（保障）第３４３０号） 

   平成 ９年１０月 １日１３次改正（認可番号 ９原（保障）第２５５１号） 

   平成１１年 ９月１４日１４次改正（認可番号１１原（保障）第４１３０号） 

   平成１４年１２月２０日１５次改正（認可番号１４ 諸文科科 第３９４６号） 

    平成１６年 １月１４日１６次改正（認可番号１５ 諸文科科 第４７０４号） 

    平成１６年 ６月１８日１７次改正（認可番号１６ 諸文科科 第１２３７号） 

    平成１８年１２月２５日１８次改正（認可番号１８ 諸文科科 第３４７３号） 

    平成２０年１０月 ９日１９次改正（認可番号２０ 諸文科科 第３０２３号） 

平成２４年 ７月１０日２０次改正（認可番号２４ 受文科開 第１１３８号） 

平成２５年 ２月２８日２１次改正（認可番号２４ 受文科開 第２９７８号） 

平成２６年 ４月 １日２２次改正（認可番号 原規放発第１４０３２５７号） 

平成２６年１０月１８日２３次改正（認可番号 原規放発第１４１０１５９号） 

平成２８年 ３月２８日２４次改正（認可番号 原規放発第１６０３２８１号） 

平成２９年１０月 ３日２５次改正（認可番号 原規放発第１７１００３１号） 

令和 ２年  月  日２６次改正（認可番号 原規放発第       号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施行期日の追加に伴

う変更 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

第２編 原子炉の設置又は運転の用に供する 

核燃料物質に関する計量管理 

 

 

                              第１章 組織及び職務 

 

（計量管理責任者） 

第５条 原子炉の設置又は運転の用に供する核燃料物質（以下この編において「核燃料物質」という。）

の計量管理を適切に行うために，発電所に計量管理責任者をおく。 

２ 計量管理責任者は，燃料対策・冷却設備部燃料管理ＧＭとする。 

３ 計量管理責任者の上位職の者は，計量管理責任者に疾病その他やむを得ない事由が見込まれる場合に

は，あらかじめ計量管理責任者の代行者を指名するなど，計量管理に関する業務を滞りなく遂行でき

るよう必要な措置を講じる。 

 

（計量管理組織） 

第６条 発電所における計量管理に関する組織は，別図１に定めるとおりとする。 

 

（職  務） 

第７条 発電所における計量管理に関する業務に携わる者の職務は，次に定めるとおりとする。 

 (1) 発電所長（以下「所長」という。）は，発電所における計量管理に関する業務が適切に実施される

ための指揮，監督等の総括業務を行うものとする。 

 (2) 計量管理責任者は，核燃料物質の計量管理に関する業務の適切な実施又は取りまとめを行うものと

する。 

(3) 本社の計量管理担当（原子炉の設置又は運転の用に供する核燃料物質）は，核燃料物質の計量管理 

に関する業務について計量管理責任者を支援，指導するものとする。 

 

 

                         第２章 核燃料物質計量管理区域 

 

 

（設定及びその符号） 

第８条 

発電所の原子炉及びその附属施設ごとに，核燃料物質計量管理区域（以下「ＭＢ

Ａ」という。）を設定する。 

２ ＭＢＡ及びその符号は，別表２に定めるとおりとする。 

 

 

                               第３章 主要測定点 

 

 

（設定及びその符号） 

第９条 各ＭＢＡ内に計量管理を行うための主要測定点（以下「ＫＭＰ」という。）を設定する。 

２ ＫＭＰ及びその符号は，別図２に定めるとおりとする。 

 

第２編 原子炉の設置又は運転の用に供する 

核燃料物質に関する計量管理 

 

 

                              第１章 組織及び職務 

 

（計量管理責任者） 

第５条 原子炉の設置又は運転の用に供する核燃料物質（以下この編において「核燃料物質」という。）

の計量管理を適切に行うために，発電所に計量管理責任者をおく。 

２ 計量管理責任者は，プール燃料取り出しプログラム部５・６号燃料取り出しＰＪＧＭとする。 

３ 計量管理責任者の上位職の者は，計量管理責任者に疾病その他やむを得ない事由が見込まれる場合に

は，あらかじめ計量管理責任者の代行者を指名するなど，計量管理に関する業務を滞りなく遂行できる

よう必要な措置を講じる。 

 

（計量管理組織） 

第６条 発電所における計量管理に関する組織は，別図１に定めるとおりとする。 

 

（職  務） 

第７条 発電所における計量管理に関する業務に携わる者の職務は，次に定めるとおりとする。 

 (1) 発電所長（以下「所長」という。）は，発電所における計量管理に関する業務が適切に実施される

ための指揮，監督等の総括業務を行うものとする。 

(2) 計量管理担当（原子炉の設置又は運転の用に供する核燃料物質）は，核燃料物質の計量管理に関す 

る業務について所長を補佐するとともに計量管理責任者を支援，指導するものとする。 

 (3) 計量管理責任者は，核燃料物質の計量管理に関する業務の適切な実施又は取りまとめを行うものと

する。 

 

 

                         第２章 核燃料物質計量管理区域 

 

 

（設定及びその符号） 

第８条 

発電所の原子炉及びその附属施設ごとに，核燃料物質計量管理区域（以下「ＭＢ

Ａ」という。）を設定する。 

２ ＭＢＡ及びその符号は，別表２に定めるとおりとする。 

 

 

                               第３章 主要測定点 

 

 

（設定及びその符号） 

第９条 各ＭＢＡ内に計量管理を行うための主要測定点（以下「ＫＭＰ」という。）を設定する。 

２ ＫＭＰ及びその符号は，別図２に定めるとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴う変更

および記載の適正化

に伴う変更 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

（払出し手続） 

第 20条 計量管理責任者は，核燃料物質を各ＭＢＡから払出す場合は，各ＭＢＡからの核燃料物質の搬

出が完了した時点をもって払出しが行われるものとし，当該核燃料物質に関する記録に基づき，核燃

料物質の種類及び数量の確認並びに同定を行うとともに，必要に応じ第７章に定める測定を実施する

ものとする。 

２ 計量管理責任者は,発電所外に払出しを行う場合,前項の確認等に基づき,核燃料物質移動通知書を作

成するとともに，払出し先に通知するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，海外へ核燃料物質を払出す場合は，海外施設への核燃料物質の移転に係る

書類をもって核燃料物質移動通知書にかえることができるものとする。 

４ 計量管理責任者は，核燃料物質を払出した場合は，第９章に定めるところにより必要な記録を行うも

のとする。 

５ 核燃料物質移動通知書には，次に定める事項を含むものとする。 

 (1) 払出し先の事業者名，所在地 

 (2) 受取り責任者名 

 (3) 核燃料物質のバッチ符号，種類，数量，供給当事国別管理区分及び燃焼度 

 

（事故損失及び事故増加の手続） 

第 21条 計量管理責任者は，事故等の不測の事態が発生したことにより核燃料物質の損失若しくは増加

が生じた場合又は生じたと見なされる場合は，これを事故損失又は事故増加とし，速やかに所長に報

告するとともに，その原因並びに核燃料物質の種類及び数量等を確認するものとする。 

２ 計量管理責任者は，事故損失又は事故増加が発生した場合は，第９章に定めるところにより必要な記

録を行うものとする。 

 

（保管及び貯蔵の手続） 

第 22条 計量管理責任者は，核燃料物質を保管又は貯蔵する場合は，当該核燃料物質の員数勘定及び必

要な場合は同定を行うものとする。 

２ 計量管理責任者は，核燃料物質を保管又は貯蔵した場合は，第９章に定めるところにより必要な記録

を行うものとする。 

 

（試料の収去及び保管の手続） 

第 23 条 計量管理責任者は，法律第 61 条の８の２第２項及び法律第 61 条の 23 の７第２項又は法律第

68 条第１項，第５項，第８項及び第９項の規定に基づき，原子力規制委員会の指定するその職員若し

くは指定保障措置検査等実施機関の検査員又は国際原子力機関の指定する者若しくは国際規制物資の

供給当事国政府の指定する者（以下「査察官等」という。）から試料の収去を求められた場合は，これ

に協力するものとする。 

２ 計量管理責任者は，収去された試料について査察官等から保管を依頼された場合は，これを保管する

ものとする。 

３ 計量管理責任者は，試料が収去された場合は，必要な記録を行うものとする。 

 

（払出し手続） 

第 20条 計量管理責任者は，核燃料物質を各ＭＢＡから払出す場合は，各ＭＢＡからの核燃料物質の搬

出が完了した時点をもって払出しが行われるものとし，当該核燃料物質に関する記録に基づき，核燃

料物質の種類及び数量の確認並びに同定を行うとともに，必要に応じ第７章に定める測定を実施する

ものとする。 

２ 計量管理責任者は,発電所外に払出しを行う場合,前項の確認等に基づき,核燃料物質移動通知書を作

成するとともに，払出し先に通知するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，海外へ核燃料物質を払出す場合は，海外施設への核燃料物質の移転に係る

書類をもって核燃料物質移動通知書にかえることができるものとする。 

４ 計量管理責任者は，核燃料物質を払出した場合は，第９章に定めるところにより必要な記録を行うも

のとする。 

５ 核燃料物質移動通知書には，次に定める事項を含むものとする。 

 (1) 払出し先の事業者名，所在地 

 (2) 受取り責任者名 

 (3) 核燃料物質のバッチ符号，種類，数量，供給当事国別管理区分及び燃焼度 

 

（事故損失及び事故増加の手続） 

第 21条 計量管理責任者は，事故等の不測の事態が発生したことにより核燃料物質の損失若しくは増加

が生じた場合又は生じたと見なされる場合は，これを事故損失又は事故増加とし，速やかに所長に報

告するとともに，その原因並びに核燃料物質の種類及び数量等を確認するものとする。 

２ 計量管理責任者は，事故損失又は事故増加が発生した場合は，第９章に定めるところにより必要な記

録を行うものとする。 

 

（保管及び貯蔵の手続） 

第 22条 計量管理責任者は，核燃料物質を保管又は貯蔵する場合は，当該核燃料物質の員数勘定及び必

要な場合は同定を行うものとする。 

２ 計量管理責任者は，核燃料物質を保管又は貯蔵した場合は，第９章に定めるところにより必要な記録

を行うものとする。 

 

（試料の収去及び保管の手続） 

第 23 条 計量管理責任者は，法律第 61 条の８の２第２項及び法律第 61 条の 23 の７第２項又は法律第

68 条第１項，第４項，第７項及び第８項の規定に基づき，原子力規制委員会の指定する当該職員若し

くは指定保障措置検査等実施機関の検査員又は国際原子力機関の指定する者若しくは国際規制物資の

供給当事国政府の指定する者（以下「査察官等」という。）から試料の収去を求められた場合は，これ

に協力するものとする。 

２ 計量管理責任者は，収去された試料について査察官等から保管を依頼された場合は，これを保管する

ものとする。 

３ 計量管理責任者は，試料が収去された場合は，必要な記録を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法律改正に伴う変更 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

（封印及び監視装置） 

第 49条 計量管理責任者は，査察官等が，法律第 61条の８の２第２項及び法律第 61条の 23の７第２項

又は法律第 68条第 11項，第 12項，第 13項及び第 14項の規定に基づき取付けた封印又は監視装置を取

外す必要が生じた場合は，あらかじめ，ただしやむをえない場合には取外し後速やかに，次に定める事

項を原子力規制委員会へ連絡するものとする。 

 (1) 封印又は監視装置の取外しの日時 

 (2) 封印又は監視装置の取外しの理由 

 (3) 封印又は監視装置の番号 

２ 前項の規定にかかわらず，原子力規制委員会から連絡の必要がないとあらかじめ通知された封印につ

いては，取外しについての連絡を行う必要がないものとする。ただし，この場合，前項各号の事項を記

録するものとする。 

 

（連 絡        ） 

第 50条 計量管理責任者は，次に定める事項に関し支障が生じた場合又はそのおそれがある場合は，その

状況について速やかに原子力規制委員会へ連絡するものとする。 

 (1) 第 23条第１項及び第２項に定める試料の収去及び保管 

 (2) 第 49条第１項に定める封印又は監視装置の管理 

２ 計量管理責任者は，前項の場合の他，核燃料物質の適正な計量管理を実施する上で必要と判断した場

合は，原子力規制委員会へ連絡するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（封印及び監視装置） 

第 49条 計量管理責任者は，査察官等が，法律第 61条の８の２第２項及び法律第 61条の 23の７第２

項又は法律第 68条第 10項，第 11項，第 12項及び第 13項の規定に基づき取付けた封印又は監視装

置を取外す必要が生じた場合は，あらかじめ，ただしやむをえない場合には取外し後速やかに，次に

定める事項を原子力規制委員会へ連絡するものとする。 

 (1) 封印又は監視装置の取外しの日時 

 (2) 封印又は監視装置の取外しの理由 

 (3) 封印又は監視装置の番号 

２ 前項の規定にかかわらず，原子力規制委員会から連絡の必要がないとあらかじめ通知された封印に

ついては，取外しについての連絡を行う必要がないものとする。ただし，この場合，前項各号の事項

を記録するものとする。 

 

（連 絡        ） 

第 50条 計量管理責任者は，次に定める事項に関し支障が生じた場合又はそのおそれがある場合は，そ

の状況について速やかに原子力規制委員会へ連絡するものとする。 

 (1) 第 23条第１項及び第２項に定める試料の収去及び保管 

 (2) 第 49条第１項に定める封印又は監視装置の管理 

２ 計量管理責任者は，前項の場合の他，核燃料物質の適正な計量管理を実施する上で必要と判断した

場合は，原子力規制委員会へ連絡するものとする。 

 

 

 

・法律改正に伴う変更 
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  更  前 変  更  後 備  考 

                       

第３編 使用の許可を受けた核燃料物質 

               に関する計量管理 

 

 

                              第１章 組織及び職務 

 

 

（計量管理責任者） 

第 51条 法律第 52条第１項の許可を受けた核燃料物質（以下この編において「核燃料物質」という。）

の計量管理を適切に行うために，発電所に計量管理責任者をおく。 

２ 計量管理責任者は，５・６号／共通設備保全部計装設備ＧＭとする。 

３ 計量管理責任者の上位職の者は，計量管理責任者に疾病その他やむを得ない事由が見込まれる場合に

は，あらかじめ計量管理責任者の代行者を指名するなど，計量管理に関する業務を滞りなく遂行でき

るよう必要な措置を講じる。 

 

（計量管理組織） 

第 52条 発電所における計量管理に関する組織は，別図１に定めるとおりとする。 

 

（職 務        ） 

第 53条 発電所における計量管理に関する業務に携わる者の職務は，次に定めるとおりとする。 

 (1) 所長は，発電所における計量管理に関する業務が適切に実施されるための指揮，監督等の総括業務

を行うものとする。 

 (2) 計量管理責任者は，核燃料物質の計量管理に関する業務の適切な実施又は取りまとめを行うものと

する。 

(3) 本社の計量管理担当（使用の許可を受けた核燃料物質，設備）は，核燃料物質の計量管理に関する 

業務について計量管理責任者を支援，指導するものとする。 

 

 

                         第２章 核燃料物質計量管理区域 

 

 

（設定及びその符号） 

第 54条 発電所全体をもってＭＢＡを設定し，その符号は とする。 

 

 

                               第３章 主要測定点 

 

 

（設定及びその符号） 

第 55条 ＭＢＡ内に計量管理を行うためのＫＭＰを設定する。 

２ ＫＭＰ及びその符号は，別図２に定めるとおりとする。 

 

 

第３編 使用の許可を受けた核燃料物質 

               に関する計量管理 

 

 

                              第１章 組織及び職務 

 

 

（計量管理責任者） 

第 51条 法律第 52条第１項の許可を受けた核燃料物質（以下この編において「核燃料物質」という。）

の計量管理を適切に行うために，発電所に計量管理責任者をおく。 

２ 計量管理責任者は，電気・計装部燃料計装設備ＧＭとする。 

３ 計量管理責任者の上位職の者は，計量管理責任者に疾病その他やむを得ない事由が見込まれる場合に

は，あらかじめ計量管理責任者の代行者を指名するなど，計量管理に関する業務を滞りなく遂行でき

るよう必要な措置を講じる。 

 

（計量管理組織） 

第 52条 発電所における計量管理に関する組織は，別図１に定めるとおりとする。 

 

（職 務        ） 

第 53条 発電所における計量管理に関する業務に携わる者の職務は，次に定めるとおりとする。 

 (1) 所長は，発電所における計量管理に関する業務が適切に実施されるための指揮，監督等の総括業務

を行うものとする。 

(2) 計量管理担当（使用の許可を受けた核燃料物質，設備）は，核燃料物質の計量管理に関する業務に 

ついて所長を補佐するとともに計量管理責任者を支援，指導するものとする。 

 (3) 計量管理責任者は，核燃料物質の計量管理に関する業務の適切な実施又は取りまとめを行うものと

する。 

 

 

                         第２章 核燃料物質計量管理区域 

 

 

（設定及びその符号） 

第 54条 発電所全体をもってＭＢＡを設定し，その符号は とする。 

 

 

                               第３章 主要測定点 

 

 

（設定及びその符号） 

第 55条 ＭＢＡ内に計量管理を行うためのＫＭＰを設定する。 

２ ＫＭＰ及びその符号は，別図２に定めるとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編および記載

の適正化に伴う変更 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

                         第４編 設備等に関する計量管理 

 

                              第１章 組織及び職務 

 

 

（計量管理責任者） 

第 78条 別表６に定める設備等の計量管理を適切に行うために，発電所に計量管理責任者をおく。 

２ 計量管理責任者は，第１号機及び第２号機については燃料対策・冷却設備部使用済燃料プール冷却Ｇ

Ｍ，第６号機については５・６号／共通設備保全部機械ＧＭとする。 

３ 計量管理責任者の上位職の者は，計量管理責任者に疾病その他やむを得ない事由が見込まれる場合に

は，あらかじめ計量管理責任者の代行者を指名するなど，計量管理に関する業務を滞りなく遂行でき

るよう必要な措置を講じる。 

 

（計量管理組織） 

第 79条 発電所における計量管理に関する組織は，別図１に定めるとおりとする。 

 

（職 務        ） 

第 80条 発電所における計量管理に関する業務に携わる者の職務は，次に定めるとおりとする。 

 (1) 所長は，発電所における計量管理に関する業務が適切に実施されるための指揮，監督等の総括業務

を行うものとする。 

(2) 計量管理責任者は，設備等の計量管理に関する業務の適切な実施又は取りまとめを行うものとす 

る。 

(3)  本社の計量管理担当（使用の許可を受けた核燃料物質，設備）は，設備等の計量管理に関する業務 

について計量管理責任者を支援，指導するものとする。 

 

                        第２章 国際規制物資計量管理区域 

 

（設定及びその符号） 

第 81条 

発電所の原子炉及びその附属施設ごとに国際規制物資計量管理区域（以下「Ａ

ＣＡ」という。）を設定する。 

２ ＡＣＡ及びその符号は，別表 12に定めるとおりとする。 

 

                             第３章 計量管理の原則 

 

（実施単位） 

第 82条 発電所における設備等の計量管理は，それぞれのＡＣＡを１単位として行うものとする。 

 

（計量管理システム） 

第 83条 計量管理は，帳簿在庫管理及び員数勘定，同定による実在庫管理並びにそれらの記録及び報告 

等により行うものとする。 

                         第４編 設備等に関する計量管理 

 

                              第１章 組織及び職務 

 

 

（計量管理責任者） 

第 78条 別表６に定める設備等の計量管理を適切に行うために，発電所に計量管理責任者をおく。 

２ 計量管理責任者は，第１号機及び第２号機並びに第６号機については機械部１～６号機械設備ＧＭ 

 とする。 

３ 計量管理責任者の上位職の者は，計量管理責任者に疾病その他やむを得ない事由が見込まれる場合に

は，あらかじめ計量管理責任者の代行者を指名するなど，計量管理に関する業務を滞りなく遂行でき

るよう必要な措置を講じる。 

 

（計量管理組織） 

第 79条 発電所における計量管理に関する組織は，別図１に定めるとおりとする。 

 

（職 務        ） 

第 80条 発電所における計量管理に関する業務に携わる者の職務は，次に定めるとおりとする。 

 (1) 所長は，発電所における計量管理に関する業務が適切に実施されるための指揮，監督等の総括業務

を行うものとする。 

(2) 計量管理担当（使用の許可を受けた核燃料物質，設備）は，設備等の計量管理に関する業務につい 

て所長を補佐するとともに計量管理責任者を支援，指導するものとする。 

 (3) 計量管理責任者は，設備等の計量管理に関する業務の適切な実施又は取りまとめを行うものとす

る。 

 

                        第２章 国際規制物資計量管理区域 

 

（設定及びその符号） 

第 81条 

発電所の原子炉及びその附属施設ごとに国際規制物資計量管理区域（以下「Ａ

ＣＡ」という。）を設定する。 

２ ＡＣＡ及びその符号は，別表 12に定めるとおりとする。 

 

                             第３章 計量管理の原則 

 

（実施単位） 

第 82条 発電所における設備等の計量管理は，それぞれのＡＣＡを１単位として行うものとする。 

 

（計量管理システム） 

第 83条 計量管理は，帳簿在庫管理及び員数勘定，同定による実在庫管理並びにそれらの記録及び報告

等により行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織改編および記載

の適正化に伴う変更 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

                                            

付  則 

 

 

（施行期日） 

第１条 この規定は，平成２９年 １１月  １日から施行する。 

 

 

 

付  則 

 

 

（施行期日） 

第１条 この規定は，令和２年   月   日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

・この規定は，原子力

規制委員会の認可を

受けた後，適切な日

に施行するものとす

る。 
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変  更  前 変  更  後 備  考 

 

別図－１  計量管理組織（第６条，第 52条，第 79条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：    印は発電所計量管理関係職位を示す。 

 

 

別図－１  計量管理組織（第６条，第 52条，第 79条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：    印は発電所計量管理関係職位を示す。 

 

 

 

 

 

・組織改編に伴う変更 

 

 

廃炉・汚染水対策最高責任者 プロジェクト計画部長 計量管理担当（使用の許可を受け 

た核燃料物質，設備） 

ユニット所長 

（廃炉設備統括） 

ユニット所長 

（５・６号／ 

 共通設備統括) 

５・６号／ 

共通設備 

保全部長 

（本社） 

（福島第一原子力発電所） 

燃料対策・ 

冷却設備部長 

計量管理担当（原子炉の設置又は 

運転の用に供する核燃料物質） 

 

所長 

機械ＧＭ 

使用済燃料 

プール冷却ＧＭ 

計装設備ＧＭ 

燃料管理ＧＭ 

 

燃料対策・ 

冷却設備部長 

建設・運用・保守 

センター所長 

電気・計装 

部長 

（福島第一原子力発電所） 

機械部長 所長 

１～６号機械設備 

ＧＭ 

燃料計装設備ＧＭ 

５・６号燃料取り 

出しＰＪＧＭ 

 

プール燃料取 

り出しプログ 

ラム部長 

計量管理担当(原子炉の設

置又は運転の用に供する核

燃料物質) 

 

 
計量管理担当(使用の許可

を受けた核燃料物質，設備) 




